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公共経済の活動領域に関する覚書〔ェ；!

政府部門の範囲

NNW(Net National Welfare IS民福袖指標）の開発の必 

耍性が強調されているので，この点についても詳言を 

費やすまでもないであろう。

国民経済計算という包括的シス 

テムのなかで，政府部門はどのよ 

うな嶺域をあたえられているであろう力、。われわれの 

課題をとこから検討してみよう。

表 1 は，国民経済評算からみた政府部門の範囲にか 

んすろ比較でる。左端から日本の国民所得統許によ 

る分類，国連要覧およびSNA ニ国連標準方式（国民勘 

Jpとその付表 A System of National Accounts and Suppor- 
tingTablesの略称）の分類があげられているが，これに 

よると日本の国民所得統計は政府部門の維囲を最広義 

にとっていること力’、わかる。すなわち， 日本の政府部 

門は一般会計，非企業特別会計，金業特別会計，政府 

旧係機関，その他の政府企業の5 部門によって構成さ 

れているが，国速要覧では独立公企業（日本のぱあい政 

ff棚係®関とその他の政府企業）は政府部門に含められず 

大分類では民間部門とされている。ところがS N A で 

はさらに狭く解釈され，企業特別会計は政府部門に含 

められていないから，政府部門は一般会計と非:(fe業特 

別会計のみから構成されることになる。それゆえ同じ 

国民経済計算という名のもとでも， 3 者 3 様の•■政府 

部門J の範囲が規定されていることがわかる。 ，

問題はこのような範0 の不一致である。いまかりに 

政府部門の範囲を決定する明快な基準があるとすれぱ, 
この種の不一致は生じないであろう。また実際に， 日

本のみならず国速要覽やS N A においても民問企業と 

区別する基準や独立公企業の内蓉も明示されていない‘ 
ので，この不一致はやむをえないとも者えられよう。

けれども一*般に， r政府の企業活動とは，政府力’、財* 
用役を生産しこれをホ場経済で販売する？動J と现解 

されており，そのかぎりでは，日本の国民経済許賞で 

は政府という経済主体の生産活動に特殊性を認めてい 

るのに対し国速要覧やS N A では経済機能としでの 

市場経済における服売活動力民間企業の活動と異なら. 
な 、面に注目して'/、ることは明らかである。日本のぱ 

あい経済主体が r政府的性格」を帯びていれぱいるは 

ど，その活動は政府の企業活動とされる可能性は高ま 

るであろう。 これに対•し要覧やS N A では，経済主休 

が 「政府的性格J を帯びていようとなかろうと*市場 

経済で販売活動に従事するものは民間（非政府）企業と 

みなさわ^ることになろう。それゆえ主体と機能という 

異なった区別基準のあ、だに妥協点をみ'/、だすことは- 
困難である。

より形式的にいえば，両者の相違は明確となろう。 

日本のばあいは，政府部門の規模はG N Pのうち政府 

が •■所有J し 「管理」する企業によって生産される部- 
分 も 含むという 意味で， 公的生座の規模（したがって 

G N P のうち政府のコントロールをうけている程庞）を知る 

うえで有効と考えられる。これに対し耍覧やS N A で 

は，公的欲求と私的欲求とを明確に区別し公的欲求の 

あ足のための資源利用という⑩点で政府部門の範回も 

相対的に狭く限定される。したがゥて大胆な発言が許

表 1 国民経を計算からみた政府部門の範囲

日 本 の 分 類 国 連 要 覽 SNA

一般会計 

非企業特別会計 

11̂府企業(企業特別会計） 

1 ) 政府付属機関1)

部 門 J 部門

-特別会計

. 2 ) ' 独立公企、業 2)
(Independent P u d m c  Enterprise i 
or Public Corporation }

民;，M 企 M  
家計および民間非赏利団休

企業会計

政府関係機関と 

その他め政府企業

政府企業.

公企業
企業

民問およひ’ 
独立公典機関

注 1 ) これは政府機関にのみ財，用役を提供しているので， 日本には該当するものはない， 

2 ) 日本のばあい，独立公企まの一 部̂しかふくまれていない。

.資料経済企画庁経済研究所国民経済计算調あま員会報告 J 昭和37年。
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古 m ：： 司

1 . 政麻活動と d 民経済計算 .

国民経済を公共部P索と民間部門の2 部門に分割する 

ならば，いわゆる公共経済学の研究対象は，公共部門 

における経済活動に焦点があつめられよう，あるいは, 
民間経済活動と対化された意味での公共経済活P が分 . 
析の対象とされるとでも、ってもよい。

けれども，公共経済学の研究領域が未確定といわざ 

るをえないと同じように，公共部門の経済活動の領域 

も明確な認識が現在までのところえられてい;いのが 

奨情でちる。ここでは，財政収支を中心とする公共経 

済の活動領域について一層統一的な理解をうるため， 

日本の公共経済を対象として制度• 構造，機能の3 面 

力、ら整理を試みるこをにする。公共部門の経済活動原 

理なりタ 1 範的分析ゆ，そのような整理の上に構築され 

ると考えるからである。:

国民経済計算の仕組み共: ; : ニ ン り ^
民経済が構成されるとしても，商部門問の複雑な経博 

循環過程なり相互関係を解明するに役立つ指標をはじ 

めに選ばなければならない。そのような経済指標は当 

然計©:化され，両部門の経済行励領域をも近似的にせ 

よ明確に区分した上でま示できることが必要である。 

ことでは，後述の理由により，国民経済評算を構成す 

る勘定体系に主として依存しながら，問題点を拾い 

げ•!：ゆくことにしよう。

知のように，国民経済IH•算は-^国の経済活動と循 

環の構造を会計方式で記録し表示するナくめ，一般につ 

ぎのような勘走体系により構成されると解釈されてい

1. 国民所得勘矩(旧民所得計算）National Income and 
Product Accounting. 2 ,ま業速関ま(役入産出!!さ）Input-

Output Analysis. 3 . マネーフ.ロ ^ま  Mow-of-Fundホ 
(Money-FIow) Accounting. 4 . 国民贷借对照表（国民: 
資本勘定）National Wealth (Balance Sheet) Accounting. 
さらに， 国際収ま勘定 International Balance-of-Pay- 
ments Accountingをつけ加えることももる。しかレ 

いずれにせよ，公共経済活動の理解にとっては，はじ 

めの国民所得勘定が中'0 となることはいうまでもある- 
. まい。 . .

たとえば，日本の国民所得勘定を経済企画庁の『国 

民所得統計年報』（昭和48年度版〉につ1/、てみると，最初 

に 「国民総生産と德支出勘定J ならびに「国民所得分 

配勘定J があり，つぎに個人，政府，企業の各経済主体 

別 に 「個人勘定」，し般政府勘定J, f資本?^成勘定J, 
「海外勘定」の 4 部門勘定がおかれている。このよう 

な国民所得の定体系がもつメリットは，■民所得の， 

生産 . 分配，支出の循壞の面と各経済主体間の活動の' 
循環の面とが, 相互関速をもつように会計方式で整理. 
し組織されていることである。‘ とのメリットは,戦後 

日本の高度成長の設計や評価にあたってひろく認めら. 
れているから，ここで詳述する必要はないであろう。

しかし大別して2 つの制約は指摘しておく 要があ. 
る。 1 つは，国民所得勘定のみに依抛したぱあい,た 

とえぱ公債発行による政府収入はさきのし般政府勘 

定J に記載されていない点である。公債収入が政府に 

よる金融取引収入であるから，付加施個のIfe評である 

H i民} 得勘定J ではなく金融取引の集計である「マ 

ネ ~  * フロ^ まJ に求められることになる。わ が の  

国民経済計算の仕組みは必ずしも完全体系ではないが, 
勘定間の相:E 関係を正確に理解することが必要である&

いま1 つは, H 民経済許算の仕組みg 体が生産ない 

し有効雷耍指標として発展せしめられた関係上，公共 

経済の活動水準の評価を福他の次元でとらえようとす 

れぱやはり制約を免れない点である。 近年いわゆる .
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r政府の企業動が明ら力、に企業形態をとり，独立の 

事業体J であろもの，すなわち政府関係ま関とかその 

他の政府企業は間題なく政府企業とみなされている。 

この姨定によると,企業形態をとる独立の政府事業体 

は 「純粋め政府企業J とみなされているように思える。 

3公社 • 10公庫 • 2银行のごとき政府関係機関はいわ 

ぱ 「純粋の政府企業J とされ，またその他の政府企業 

にしても企業形態をとる独立の事業体であるかぎりは 

同様の扱いをうけることになろう。

* 日本1^売公社，日本国有鉄道，日本電信電話公社 

北海道柬北開発公庫，沖繩振卿 f1発金融公庫,国 

民金融公庫ぃ医療金融公庫，環境触金融公庫， 

農林撒業金融公庫, 中小企業金融公庫，中小企業 

信用保険公庫，住宅金融公庫，公営企菜金融公庫 

日本開発银行， 日本輸Hi入銀行

しかし，それでは国の特別会計や地方公無体の収益 

会計とか準公営企業とよぱれるものの区別が明障やは 

ないので，つぎのような形式的規準があたえられてい 

る。

(1)独立採算制の規定がある。 ,
(2)財務諸表が作成されている。

との2 規準が満たされるとき，その活動は政府の企 

業活動とみなされる。 しかしこの提準も，たとえぱS  
鼓が巨額の⑤越欠損金をかかえ独立採算制は建前えに 

終っていることを思うと，有効とは考えられない。そ 

こでさきの『答申J では，「政府力;財，用役を生産しこれ 

を市場経済をつうじて販売するとい.う経済機能J を分 

類のための実質的規準とみなしているようである。こ 

の経済機能はHM f生産物がなんらかの対価の支担Sい 

によって提供されるJ というところにあり，「損失は一 

般会計により捕填J されることになる。国民経済計算 

体系では， この基準により特別会評のはぽ1/^が政府企 

業とされ，残余はュ 般̂政府のうちにふくめられている。

*  (1)造將局特別会計イ2》印刷局特別会計（3廣金運 

, 用 部 特 別 会 《4)貴金属特別会計（5》食糧管理特 

別会言r 《6)森林保険特別会計（7腹有林野事業#
' 別会計のうも国有林野事業会計《8)中小漁業融資 

保謡保險特別会計（9》アルコ一ル専売事業特別会 

計湖輪出保險特別会計（I】)郵政事業特別会計 

02)郵使貯金特別会計（13)簡易生命保険と郵便年金 

特 別 会 計 《W)糸価安定特训会計（昭和43年度末を 

もって廃止）

たとえぱ，食管会計は政府の流通部門における企業 

括動とみ?̂i：されるが，社会保險（厚生保險，船员保除等） 

は強制加入であり，保険料は一*糧の目的税とみなされ, 
企業活動に#  くまれていないレ

公企業の活動镇域

このようにみてくると，政府の企業括動を一般政府 

活励から区分する基準はあいまいとしかいえないこと 

がわかる。また南活動を一刀雨断のもとに区分しうる 

ごとき明快な基準はありえないであろう。 しかし 

政府企業(government enterprise)をとり.だして一^殷政府 

ともその他政府企業とも区別するかぎりは，なんらか 

明！!な分類基準を設けるべきではないか。そのばあい 

必要とされるのは政府企業の行動原理でろ。力、りに 

第 4 の経済主体としての政府企業の活動®域を想定す 

れぱ，それはなんらかの明確な行動原理を前提とする 

ことなくしては一線を画することは困難となる。逆に 

いえぱ，なんら特定の行動原理をも前提とせずして， 

政府，企業, 家評とも異なる第4 の経済主体として政 

府企業を想定することも困難となろう。

日本の国民所得勘定では，「そ 

の他膀府企業」という項目のも 

とで， 日本住宅公団， 日本道路公団，水資源開発公団 

などの15公団のほか日本原子力研究所,帝都高速鹿交 

3き営団，電源開発株式会社の3 特殊法人がふくまれて 

いる。ことでは「その他の政府企業J がいわゆる公企 

業として民間企業とは異なるカテゴリーにV、れられて 

いるが，そうすると公企業としてのその他の政府企 

業J が民間企業のみならず政府企業とも区別される基 

準が問題となろう。

昭和48年 版 『国民所得統計年報J をみると,その他 

政府企業の分類基準は「主として政府が全額出資して 

おり，かつ政府の強度の監督下(①役員の任命を主務大臣 

が行なうこと②予算，事業計画書，業務報告書および財務 

諸まについて主務大臣の潘認を受ける必要のあること③会 

計検查院の定期的摸の対象とされていること）におかれて 

いるものが含まれるJ とされている。

昭和40年の答も述べているように ,公企業と  

民間企業との区別はかならずしも明確ではな、。 f答 

申』では，その分類基準は•■企業の経済活動に公的規 

制を加える度合いJ に求められ，「特定の財貨サービス 

の生産*販売については特に強度の公的規制を加え」 

これを公企業（public corporation) と呼んでいるようで 

あろ。ま た 『答申』の指摘するように，公的規制の程 

度について具体的な分類基準をつくるとなれぱ,さき 

のごとき形式的基準を設けざるをえなかったのであろ 

う。発生的にみると，現存の公団は政府の完全所有形 

態をとっており，昭和30年に設立された日ネ住宅公団 

をはじめとして，すべて建設事業を中心として創設さ 

れ公共投資® で'補完的事業を常む特殊法人という性格
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mm

純枠の政府活動

されるならば， 日本のぱあいは公共経済学の対象値域 

を画するに資するが，要覧やS N A では従来の理解に 

よる財政学の対象領域を画するに資するといってよい 

であろう。

政府部門の範囲を確定するぱあ 

、に，確かに政府企業の側から接 

近することもできるが，逆に純粋の政府活動とはなに 

かという設問に答えることも必要でちる。国民経済計 

算という梓組みのなかで，純粋の政府活動とはどのよ 

うに理解されているのでろう力、。さきに述べた■民 

所得勘定における r一般政府勘定J の性格を理解する 

うえでも，この設問は有益であろう。

昭和40年 の 『ill民経済f i算審議会答中』では，「一般

に政府とは社会にたいして,それぐよらなけれぱ提 

供されることのないをる種の共通サービスを提供する 

ものであって，通常販売されず，国 経 済 的 ，社会的 

政策にたいする行政上の機関として活動するもの」 と 

し 「したがって司法，立法，行政など一般政府資金あ 

るいは強制的な公課によって賄われるー般行政につ'^  
ては間題がないJ (同きホP- 7 9 .傍点は古fflによる）と述 

ぺている。

ここで注目される第1点は，rそれによらなけれぱ提 

供されることのないある種の共通サービス」という表 

現であり，これは政府が提供するサービスの特微とし 

て，いわゆる公共財の定義に不可欠の属性である。確 

かにここでは，社会のすべての人が等‘質のサービスを 

等量に消費し力の特定の個人をその使益から排除でき 

ないといった「純粋の公共財J のようなリジッドな定 

義はあたえられていない。 むしろ， 「それによらなけ 

れぱJ という限定詞が意味しているように.政府でな 

けれぱ提供されることのない種類の共通的サービスが 

»■公共財J でるとみなす点で , 公共部門によるぺきか, 
民間部門によ,るべきかという制度選択の視点がここに 

は含められているといえよう。同時に，つぎにつづく 

「通常販売されずJ か つ 「一般政府資金あるいは強制 

的な公課によって賄われるJ という条件も，市場のメ 

力ニズムをつうじては公共財の価格は決定されず，政 

治的意志決定プロセスを耍とするという意味を含ん 

でいると解釈できよう。

けれどもこのような理解はあくまでも解釈の域をで 

力;いのであって，51実 に r純粋の政府话動」を国民経 

精言-1.算体系のなかに分類し位置づけるぱあいには，や 

t々 りいくたの困難に逵着せざるをえない。この種の難 

☆は, SN Aの定義についてもいいうるであろう。SNA

公共経済の活動領域に関する覚書〔I 〕
では，純粋の政府活動の主体を一般政府(general gov
ernment) とよび， その定義は「一般政府の機能は経 

済的にもまた便宜上もはかの方法をもってしては供給 

することのできない井通サービスを社会に販売するの 

ではなくして組織することJ (UN, SNA, 3rd ed .1964, 
§ 8 8 ) とされている。 この定義で眼につく点は.純粋 

の政府活動を営む一般政府の機能または動目標は， 

公共財としての共通サービスを社会に「提供J するだ 

けではなくて •■組織J するというところにある。

共通サービスを提供するだけではなく組織するとい 

う表現には，明らかに個別サービス（私的财）が市場機 

構をつうじて（またそれのみをつうじて）通常は最適配分 

されるのに対し公共財のぱあいはそのような機構を 

欠除しており，そのため一般政府が公共財を適正な規 

摸 に r組織J し配分せざるをえないという意味がみい 

だせよう。換言すれば，市場で売買の対象とならない 

ような財，用役を生産し組織し提供する主体としての 

政府の機能を，U、かにして国民経済t t 算の体系のな力、 

にとりこむかという努力のあらわれとも理解できよう 

しかし， もしこのような理解がS しI 、とすれば，家計 

にサ一ビスを提供する非営利団体(労働組合，スポーッ01 
体等）もまた市場で売買されない財•用役を生産し組 

織し提供していると考えられるから，そのかぎりでは 

一般政府の活動とのあいだに一*線を画することは困難 

となるであろう。すなわち,一般政府も非営利団体も 

シ ャ ウ プ （C. Shoup)の い う 「集団的消費財J (group* 
comsumption goods)をを産し組織し提供して いるので 

り，「純粋の政府活動Jの主体としての"-般政府の性 

格づけはむろんのとと，政府によってのみ提供される 

公共財の性格についても，明快な説明があたえられて 

いるとは考えられない。

2 . 政府企業， 公企業，民間非営利団体

政府企業の活動領域
現代のいかなるa の政府活 

動をとっても，それは純粋の 

政府活動と非純粋の政府括動のミックスであるとレ、え 

よう。それを政府の経済活動という側面からみれぱ， 

政府の非企;業话動と企業洒動という2 分法もなりたつ 

であろう。ここでは節をあらためて，さきの間題を「政 

府の企業活動とはなにか」という面から問いなおし 

とくに国民経済計算の体系のなかでどのように理解さ 

れているかを申心に梭討してみよう。

日本の国民経済計算によると，ーほ；の目安として，
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設という事業も，オランダの千拓事業が国民的威信を 

になったぎ家事業であることを想起すれば，規模こそ 

異なれ •■民間非営利団体の事業」とよぶことはむづか 

しいのではないだろう力、。

振與会，協会，基金，研究所といった「その他の特 

殊法人J 48回体についても，事業団と同じように2 種 

類の民間非営利団体に分類される。しかしそのばあい 

も，家計と企業のどちら力、に#定されたサービスを提 

供するためr 設立されたとは考えにくい団体もある 

(北方領土間題対策協会,日本放送協会,日本消防検定協会など)C 
もともと事業団にしても，その他の特殊法人にしても， 

公典部門と民間部門の境界線上にあって，いわば境界 

部 門 （Border Sector) という集合体として行政の補完的 

役割を果すために設立されたと考えられるから， 然 

たる分類はなしがたいといわねばならない。

一般に，家計の経済活動の目標は効用極大化におか 

れ，'企業では利潤極大化，政府では一般的福祉の極大 

化におかれるとされている。このような目標設定,す 

なわち公準の妥当性については疑問力S投げかけられて 

いるが， とりわけ政府の目標にかんしてはダウンズ 

(A. Downs)以来痛烈な批判がなされるようになった。 

それは同時に政府の行動里にかんする従来の理論にた 

いする批判にもつながる，かれが批判するように，政 

府の目標を達成する方法は政治体制，すなわち民主主

表 2 国と地方の財政規模の純計比較

国と地方の財政活動

区 分
園民総支出 経 費 総 額 国から地方に 

对する支出

0>)
地方から国に 
対する支出

お）実 額 （A) 指 国 （B) 地方(C)
昭和10^ 

16 
36 
41 
46

167
449

198528
384495
810932

100
194
408

22
81

21645
46333

100383

21
31

23911
50262

119095

3
11

10279
21458
47932

0
0

381
747

1702

区 分

経 費 純 計 額 純 計  

檢成比

国民総支出に 

対する比率国 地 方 合 計

⑧ 一 (D) 
(F) 指数

(C)一 お) 
(G) m (F) +  (G)

指数

(F)
(H)

(G)
(H)

(F)
(A)

(G)
(A)

お）

(A)
昭和1畔  

16 
36 
41 
46

19
70

11366
24875
52451

100
219
401

21
31

23530
49515

117393
10C
21C
49£

40
101

34896
74390

169844
100

.213
487

47.5
69.3
32.6
33.4 
30.9

52. E 
30.7 
67.4 
66' 6 
69.1

11,4
15,6
5.7
6.5
6.5

12.6
6,9

11.9
12.9 
14,5

24.0
22.5
17.6 
19.3 
20.9

資料：自治宙編 f昭和48年度版地力財政白書』より作成

義，独裁，貴族体制等によって興なるはずであり，政 

治体制の別なく政府の行動型を説明できる単-^の理論 

はありえないであろう《けれども民济計算の体系 

がこれまで鉴備した公共経済の活動鎮域の確定作業は， 

公共財の理論をふくむ政府の行動理骑がこんご開拓し 

ようとする境界部門での公共経済活動の解明にとって， 

恰好の基盤を提供しているとみなすことができよう。

3 .中央，’地方政府の経済活動’

前節までめ課題は，国を中心としてとらえた一般政 

府, 公社，公庫，公団といった公共経済の活動領域の 

いわぱ「水乎的構造J の概観であっすこが，ここでは国， 

都道府県,市町村といった「垂直的構造」からみた公共 

経済の活動領域を概観してみよう。公共経済学の対象 

領域を垂直的構造としてとらえると，どのような問翅 

群が展開しているかを知ることがここでの課題である。

はじめに純粋の政府活動の 

領域をつかむために国(中央政 

府）と都道府谓: ，市町村（地方政府）とを合わせた国全 

体の財政規模をみてみよう。その 1 つの方法は，国の 

財政として一般会計をと地方財政として眷^通会計 

をとり兩者の純計を算出することであろう。

よく知られているように，国の一般会計と地方の言 

通会計のもいだには重複分がある 

から，純計を創Uする方法として 

国の一般会計プラス地方の普通会 

計マイナス重複分という算式をと 

れぱよい（ここでは都道府県と区市町 

村のあV、だのIE複分は無視されている)《 

そのぱあいの重複分は， 1 つは国 

の地方にたいする支出であり，い 

ま 1 つは地方の国にたいする支出 

である，それぞれの重複分の内訳 

けはつぎのとおりである。

(1) 国の地方にたいする支出ニ 

地方交付税交付金，地方譲与税，

支出金，国有資産所在市町村 

交付金，国有提供施設等所在市町 

村助成交付金（米車it-地の画定資産 

税膚代り分),。

( 2 ) 地方の0 にたいする支出ニ 

公共事業;^担 金 （园の直IS事業K：た 

いする食担金)，地方債誕券償遺金

(単» 円％)

公共経済の活動領域に関する覚書〔I 〕
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をたえられている。

しかし行政管理庁編『特殊法人総覧』（昭 和 度 版 ） 

をみると，水源開発公団，農地開発機械公団，森林開 

発公団, 石油開発公団，船舶整備公団，新東京国際空 

港公団，日本道路公団の資本構成は確かに政府出資額 

が資本金額にひとしく，政府力•、全額出資というさきの 

「公企業Jの基準を満している。けれども， 日本鉄道建 

設公® , 京浜外贸塘頭公団，阪神外貿塘頭公®,日本 

柱宅公団，首都高速道路公団, 阪神高速道路公団，本 

州四国連絡橋公団の資本構成については，政府が全額 

出資しているとはみなしがたい。また同じく公企業と 

みなされている電源開発株式会社や日本原子力研究所 

も同様で^^り，帝都高速度交通営団にいたっては資本 

金 261億円のうち政府出資額はなしということになっ 

ている。全額政府出資という基準は形式でしかないか 

ら，：「政府の強度の監督J という別の甚準を満たせぱ帝 

都高速度交通営団もまた公企業とみなしうるのかもし 

れない。しかしそうだとすると，つぎにとりちげる民 

間非営利0 体ないしは公法上の法人とのあいだの境界 

線をどのように引くかという別の問題をよびおこすこ 

とになろう。

公団を中心とする公企業は，戦後の経済復與期の終 

了とともにはじまる高度成長期において，社会資本の 

充実をめざす公共投資の拡大というプロセスのなかで, 
つぎつぎに誕生し生育し発展をとげてきた。いわぱ政 

府の固有の業務が公団という特殊法人の業務に転化し, 
そのプロセスのなかで政府の直接的な支配監督はむし 

ろその度合を薄めていったというのが実情であり，そ 

のゆえに公企業の活動钮域に一線をひくことが困難に 

なったと理解すべきであろう。

公共部門の分野にふくめらるべ 

きか否かを検討すベき特殊法人と 

しては，さらに事業団，特殊会社，振興会，基金，協 

会，研究所といった諸機関がある。日本の国民経済計 

算体系をみると，特殊会社を除きこれらのはとんどは 

「民間非営利団体」(private non-proflt institutions or other 
non-profit bodies)という力チゴリ一にふくめられている。 

そうだとすれぱはじめに理解せねぱならないのは 

「民間非営利団体」の定義である。

さきの r答中』によると，まず営利団体の定義があ 

たえられ, それは r営利を目的とする団体で，その獲 

得した利益は社員等構成員に配当その他何らかの形で

分されること力;前提とされるJ とある。この定義と 

の対比であたえられた民問非営利0 体の走義はつぎの

民間非営利団体

ように要約できよう。 •'営利を目的とせず，公 0 等の 

公法上の法人でない圓体であり，そのえた剰余金を於 

成員に配分せず，すべてを公益のために支出すること 

を目的とするもの，または構成員共同の利益をはかる 

もの(業者協会等)であり，解散したとき殘余財産の一*部 

または全部が国もしくは地方公共体もしくは類似目的 

をもつ他の公益法人に帰属するものを民間非営利団体 

という」（昭和4(Kp答申P.55)。また S N A にしたがい， 

民間非営利団体は，さらに事業形態別につぎの2 つに 

分類される。

(り企業にサービスを提供する民間非営利団体 

(private non-profit institutions serving enterprises)
(2) 家計にサービスを提供する民間非営利団体 

(private non-proflt institutions serving households) 
u )は企業部門に属するが， しかしその活動は，営利 

活動ではなく，むしろその活動により企業の効率や収 

益獲得能力を高めるために設立された各種団体およぴ 

研究機関とされろ。これにたいし（2》は家計部門に厲 

するが，しかしそ.の活動は，営利活動ではなく，また 

企業サービスを提供するものでもなく，むしろ個人や 

家計の福祉向上に資するような団体と理解してよい。

この分類によると，各鶴事業団はつぎの2 グループ 

にわけることができよう。

.U渐技術開発事業風日本原子力船開発事業団，動 

カ炉 . 核燃料開発事業団，畜産振興事業団，糖価 

安定事業日本 S 糸事業回，石炭鉱業合理化事 

業団，金属鉱物採鉱促進事業面，産炭地域振與事 

業I E 小規模企業共済事業団，中小企業振興事業 

団，石炭鉱害事業団 

(2)海外移住事業団，年金福祉事業団，饱易保除郵使 

年金福祉事業団，労働福祉事業0 , 雇用促進事業 

団，中小企業返職金共済業®。

しかし以上のような分類は筆者によるものでf c り， 

なんら公式のものではない。また既存の事業団すベて 

力•、以上の分類に収められているわけではなく，以下の， 

ごとき事業団が未分類のまま残されている。

《3腕外技術協力事菜団，公害防止事業団，八郎潟新 

農村建設2が業団，宇 発 事 業 0 ,
かりに海外技術協力が外交の延長線にあるとすれぱ， 

また公窗防止が環境という公共財の維持のためにある 

とすれぱ，それぞれの事業団は般政府 J と 「民間 

非営利団体J との境界線上にあるが，し- 般政府J とは 

みなされていないようである。宇宙開発にしても「一 

般政府J が/主産し消費するところのサービスであり， 

特定の産業にたいするサビスでないとしても，同事 

業団はやはり同^^の极ぃでぁる。またA 郞海新廣村翅
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<国にたいする元利債遺額支払い分)。

その結果は表2 にみるとおりである。ただちに分か 

るように，戦時中のI旧和16年を除くと，® と地方の経 

費純計は国の1 にたいして地方の2 であり， しかも昭 

和36年の経費純計を100とすると, 昭和4が!^には国の 

4 6 1にたいし地方の49 9というように伸び率において 

も地方がまさっている。伸び率という点では，-国民総 

支出は同じ指数でみると408であるから，地方財政の 

比重の増大が\/、かに顕著であったかがわかさ。

さらに国と地方の経費純評の目的別内訳けを昭和46 
年度に'0 いてみると図1 のようになる。これによると， 

防衛関係費は100パマセント国の経費であり，ついで 

恩給年金，農林水産業費（一般会計から食糧管理特別会計 

への繰入れをふくむ）が国の経費として大きな比重を占 

めている。これにたいし地方の経費では住宅費，失 

業対策費，衛生費，学校教育費，炎害復旧費，■土開 

発費，• -般行政費，司法警察費, 国土保全費，商工費, 
民生費のいずれも国の同経費項目にくらぺ高い比重を 

占めている。むろん中央政府は行政の企画，指導，監 

督という側面から一般会計予算を;0 うじて地方政府を 

コントロールしているから，財政規摸が経費純計でみ 

て 1対 2 であるからといって，中央政府の役割を過小 

評価することはできない。む Vろ行政の実施面を担当 

する地方政府は，国の法令や国庫支出金の補助条件な 

どにより事業規摸や内容を制約され，地方経費の7 割 

.はどはそのような機関委任事務で占められ，残りの3 
，割が公共事務(いわゆる画有？}?務) である。それは「3 割

自治J ということぱが示すとおりである。

しかし国と地方の財政活動が分業による協業から成 

り立っていること自体は当然であろう。経費nnからみ 

た国の活動領域は，スミス（A‘ Smith) 以来認めもれて 

いる国メパ防衛費〉, 「君主_!の威厳の雄持（皇室費）に集 

中的に表わされているが，司 法 （司法警察費V 最低限’ 
の公共土木事業(国士保全費，国士Dfl発費，災害復旧費）は 

国の活動領域でもあるが，それらの大半はむしろ地方 

の活動領域のうちにとりこまれている。それに対し 

地方政府の主たる活動領域は，国民生活に密接につな 

がり，便益がより直覚的にとらえられる面に集中して 

いる。先にみたように，経費の比重の高い順からいっ 

て，公営住宅建設，地城住民のための失業対策# 業， 

公衆衛生，清掃，小 • 中 ，高等学校，災害復旧，道路 

整備，都市計画，士地改戾，警察，消防，河川海岸等 

の国士保全, 社会福祉♦国民熊康保険など地方政府の 

活動領城は，当然のことながら国のそれを庄倒してい

ここでは，地方一般政 

府の経済活動領域をft団 

規模別にさらに細分化して検討するとともに，あらた 

めての一般政府活動と比較しそれぞれの活動領域 

の区分について考えてみよう。まず図2によ.り，目的 

別経費分類からみた都道府ji：. 市町村，さらに大都市, 

都市，町村といった規模別地方公共体の活動領域の特 

徵をみてみる。.

昭和46年度の都道府県と市町村の経費構造は，いず

-般政府活動と集団規模

図 1 国と地方の経e 純計の目的別分類

,24,900細を，^ 2 i^ C - 3 3 '3 0 0 億円-
VTTJi

資料：自治省榻*■昭和48年版地ガ財政白

(注〉( ) 内の数値は，目的別経费にめる国，地方ウ割合を示す
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れにおいても教育費と士木費が全経費のほぱ半ばを占 

めているというところに，雨者に共通した特激がみら 

れるもっとも都道府県のぱあい偉，小 * 高等.中学 

校費の古める比重は8 割以であり,義務教育費の都

0 2 規模別地方公共体の目的別経ぎ後成

都道府県4.6:

11/ m  村

大 都 市

都

m

20.9
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•J/.d r .13.7.. 10.0 16.81f

バ

,
s
-
>

 

,

Cs34 15.8

IM,7 、供 数/✓
15 6

■ ®  P  ロ 園
民 生 費 衛 生 費 I I I  土木費教育费 

.資 料 ： ぬ 省 編 ni?{和4 8ギ版地方財政白書J

総務 t その他

道府県負担分が占める比重が大きいが，市町村のぱあ 

いは，小 ，中学校費，保健体育費（学校給贷费.体育施 

設費等)で 8 割近くを占めている。土木費のぱあいも， 

都道府県では道路橋りょう費，河川海岸費，都市計画 

費，住宅費で9 割近くを占めるのにたいし市町村で 

I は都市計画費, 道路橋りょう費，住宅費で8 割あまり 

を占めているという違いがある。また都道府県では 

林水産業費が相対的に優位でり，ながでも農地費 

(土地改賊菜 , 干拓事業,廣用地開発事m 農業基-盤整備等） 

と奥業費（農業改良普及事業，農業経営近代化施設整備事業 

等） とで約3 分の 2 を占めているのにたいし市WT村 

では民生費（被保護者にたいする生活扶助，医療扶助等の生 

活保護，保育所-等の入所招f置児童および老人ホ一ムの入所者 

にたいする措瞪等- ) の占める比率が相対的に高い。

つぎに市町村における地方公共体の活動値域を大都 

ホ，都市，ホ町村の経費構造から検时しそれぞれの 

特徴をみてみよう。まず大都市では士木費が庄倒的比 

I I 重を占めており，これは生活環境施設(住宅，街路等)の 

盤備に追われている大都市の現状を如実に反映してい 

るといえよう。数 ％ 民生，衛生等の行政活動がそれ 

につづいている。

町村では教ま，士木，総称，農林水産の順で主廣な活

動領域がどこにあるかがわかるが，大都市や都市と比 

较すれぱ,当然のことながら農林水産業での活動が目 

立つ。しかし同時に, 総務費という公共体の『間接費Jの 

比重が高いことも特徴の1 つとして数える-^きであろ 

うしこれが政府活動の規模の経済の 

欠除によることも間違いな'^、と思える。

これに•た、、し都ホの政府活動の型 

は大都Tffを町村の中問に位していると 

いえよう。土木，教ま，総務，民生， 

衛生という順に大半の活動力向がきめ 

られている。ただし民生費については， 

その比1£は大都市や町村よりも高く， 

現段階では社会福祉行政のニードが都 

市に、、まや爆発的に高まってV、る事実 

を物語るもめといえよう。

このようにみてくると，現段階にお 

けるわが国の各愈政府がII[面している 

観J題は，それぞれの策団填模に刘おし 

て，をる一定限度の領域がおのずから 

あたえられているようである。換言す 

れぱ，それぞれの水準の政府に対応し 

て，バラュチィに富む各種公共財.用 

役のうち，あるものは国により,るものは都道府県 

により，またるものは市 niT村により，それも大都市， 

都市，町村といった集団規摸と密度の差異により，充 

足を求あられている市民のニー ズはそれぞれ異なると 

いうことである。この間題をつきつめてゆくと，「垂直 

的政府間の機能の最適配分の原理」はなにかという疑 

問に逢着するであろう。 .
ここではそのような疑間に回答をもたえることはで 

きない， し力、し手がかりがまったくないわけではなV、。 
たとえぱプキャナン（J.M. Buchanan)は 「染®躲模が 

政府の'最適親摸を決定するか」という問いにたいし 

「公共財，用役の最も効率的な提供の仕方は，その国で 

最も効2ギ的な染団規模に応じて，政 府 （または民間の自 

発的01体)が編成さるべきであるJ という回答を用意し 

ているようである。かれによると，図 3 のように，縦 

軸に財 . 用役の不可分性 (indivisibility)の程庞をとり, 
横軸に染0 親摸をとると，チレビのような私的財は個 

人の費用負担で購入されその個人が主として使益を享 

受するから図の左下に位置するが，国防のような公共- 
財はその使益は まったく不可分的であり， 国全体と 

いう団想摸におよぶため図の右上に位置する.とされ 

る。それにたいしクラプ活動は地域住民が自発的に

53
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図 3
市 町 村 県 . 地方公き事業という境界部鬥

さきに国と地方の 

経費純計を検討した 

さい，地方は普通会計のみをとり，非企業会計も企業 

会計も考慮のそとにおかれた，ととろ力，〜 表 3 にみる 

よラに地方政府の財貨，サビス購入額のうち，非企 

業会計と企業会計の合計額は約20パーセントを占め， 

それゆえ地方政府の経済活動領域は，普通会計のみの 

純計では他会許を考慮しない分だけ過小評価されてい 

るといってよい。では地方政府における非企業会計と

図 4 地方財政の構成

会Bt区 分 統 B1.区 分 公 営 業 会 !!'I t分 . i l R経済をI•舞:1̂ タ~

テレピ

规模

行なってもよいしホ町村がやってもよい。要はその活 

動規模も使益も個人または単--家庭を超えているとこ 

ろにあ专。公園も同様である。 しかし消防施設を利 

用するための適当な集団規模は公園やクラプより大で 

あろう，また伝染病予防のごとき衛生活動は，その性 

質上集団規模は一層拡大せねぱその効果は弱められる 

であろう。，かれの論旨はいわぱ純粋の私的財，公共財 

の両極にる財が，それぞれの財の不可分性と集団規 

摸の程度に応じて，最も効ギ的な政府を組織し供給さ 

るべきだというところにある。それによると，図のよ 

うに中央，県，市町村の行政領域が描けるが，，しかし 

それは説明の使宜以上のものではない。現状では明確 

な境界線を引きうる原理はなにもあたえられていない 

とV、ってよい。，

しかもプキャナン自身が慎重に問題点を指してい 

るように，各政府活動の最適規檢を決定するぱあいに 

手がかりになる外部効果は, 各財の需要（消費）面にの 

み服定され， 供 給 （生産）面はまた別個の問題とみな 

される。供給側では公井財の生産費用のみならず棠団 

の意志決定費用も考慮にふくめられよう。公共財の需 

給雨面から検討していけぱ，昭和44年度から発足した 

「広域市町村圏計f t という試みもその制度， 構造， 

機能の面でどのような役割を果しているかも明らかと 

なるであろう。

表 3 地方政府の財貨.サービスぽ入額

普通会計 非企業会針 企藥会計
地方財政 

財货‘ サービス購入

昭和41坪 2,8666 低ドJ (81.6%) 2836(8.1) 3714 (10. 5) 3,5217 (100.0)
46年 6,8684 

(81.1)
7364(8.7) 8666 (10. 2) 8,4714 (100,0)

資料：1̂1治省編f■地方財政Iお富昭和43ホ版および48年版,

企業会計とはなにか，またそれらは公共経済の活寧!領 

域のなかにふくめらるべきなの力、否かという問題が生 

じよう。そこで再び国民経済計算の体系のなかで,そ 

れらがどのように分類され性格づけがなされているか 

をみてみよう。

理解を容息にするため，因 4 のように，地方財政に 

おける会計区分と国民経済計算における区分とを分類 

し整理してみた。ここでの問題点は，国民経済計算体 

系力、ら非企業と企業という特別会計の2分割がなされ 

ている力，、，分割の規準が果して妥当であったかという 

疑問とともに, 地方公営事業という「境界部門J の特 

質をどのようにとらえるかというところにある。前者 

の疑問についてはすセに舰れているので.ここでは後 

者の問題に集中しよう》すなわち，公共経済と民間経 

済の境界領域にある地方政府の経済活動の特質と問題 

点である。

地方財政統I十をみると, たとえぱ上下水道，簡易水 

道事:業などは地方政府によりはぽ完全独占で運営され, 
とくに工業用水道は100パーセント地方政府により供 

給され，民間企業の活動はみあたらない。これに対し 

電気.ガス事業などは民間企業がはぽ完全に独占して 

おり，地方政府が介入する余地はあまり残されていな 

い。昭和46年でみると，電気の公営事業は出力で10.1 
パーセントを占め， しかも大半は卸売りであり，ガス 

の販売量も公営は3 .9 パーセントを占めるにすぎない，

このような両極の中間にあるものとして，ととでは 

非企業特別会I十から「病院事業Jを，また企業特別会計 

から「交通事業j をとりだすことにする。両事業をとり 

だした理由は, 病院事業は昭和46年度で全国の病 

床数 108万 3 千床のうち18万 6 千床ひ7.2% ) を占 

め，交通- 業では軌道地方鉄道. 業は年間‘送人 

員98德10百万人のうち15傲91百万人 (16.2% ) を占 

め，自動:^運送事業 (乘合）は年間輪送人員100億 

61亩万人のうち23億46亩万人 (23.3% ) を占めてい 

るからである。’病院事業は，医擦がもつ外部性

図

昭和36 
年末

資料：朱 里 恕 榻 •■図説日本の財政J 昭和48年度版 

注①〜⑦は公赏業会評の区分

《防疫. 保健# ) や医療にまつわる不確実性（民間保睡の

対象たりえなぃ）を考慮すれば，公共病院の適切な活励

が期待される領域であろう。また交通事業は民間企業

による地域独占にともなう弊害を回避し地域社会の

を共の利のため不当な独占利潤をうることなく，ニ

定の質のサービスを供給することが期待されている。

だが同時に，病院事業も交通事業も民間企業の市場占

有率が箸しく高'^、分膝できびしも、麓争条件のもとにお

力★ている点でも共通しているといえよう。一般に病

院とか交通事業は,公共性と経済性の雨立が要請され 
- - *  j  iq- till -mi

共 *民間病院の構成割合の推移

社会保險関係 (構成割合％〉

5.4 17.11,9
院とか交通事業は, 公 共 性 と 経 済 性 の 両 立 か 要 請 さ れ 資 料 ：厚生省編『厚生*3書』昭和47年度 

ているといわれているが，その意味でも両事業は典型移からみてもこの10年間に悪化《の傾向にあるぱかりで 

---…丄 他 、マ- をト  ̂ なく，公共病院と民間病院の占める割合も公共病院の
- -  プ /.V

V  ' C -  V ，A  ノft V  ^  - ' • •，’ ， 一 - _

的な境界部門の葛?業とみなすことができようI 
表 4 病院ま業 (法適用企業）の決算の推移

資料：IH沿省編『地方財政白書』昭す 版および4»年度欣'
1 . 括弧内はl] f業数

2 . 累 »損金比率ニ

しかし両事業の実績をみると，そのような耍請が満 

たされているとはいいがた、。病院事業についてみる 

と，表 4 と図5 力る示すように，公営病院の経営状況は 

菜糖欠t貝金，淹字事業数の割合,累積欠損金比率の推

•tt重が低下の■-途をたどっていることがわかる。公共 

医療機関の整備，拡充がひろく要望されていろにもか 

かわらず，現状はそれとけ逆に縮小につぐ縮小を董ね 

ている。その点では，医療の最適供給体制について反

省すべき資料となろう。

交通事業の実績は表5 にみるとおりである。公営交

表 5 交递事業（法適用企業）の決算の推移

昭和36年 昭 和 41年
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WPjn (24) 683
(60)6,007

9,197
71.495
16.4

(40) 984 
(53)19, 732 

78,878 
57.0 
93.8

昭和46架
(17) 426| 

(61)42,001 
192,889! 

78.2 
167,1

_ _ _ _ _  -
昭和36年 11̂和41年 昭和46年

純 利 益  

純 損 失  

累 積 欠 損 金  

赤字，業数の割合 

お辕欠損金比字

万円(38)206.
(29)329

688
43.3%

6.5%

(247)3,249 
(141)3,253 

’ 7,868 
36.6 
6.9

(216) 2,309 
(489)21,614 

53, 553 
69.4 
19.0
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公共経済の活動領域に関する覚書〔I 〕
図 6

通の経営状況は公営病院の各経営指標とくらベてみて 

も，.その深刻な事態は明臉によみとれよう。むろん公 

営交通事業の活動状況は，バス，路面電車-,地下鉄と 

いった交通手段によって異なり，また大都ホ‘と中小都 

市とPI：村営といった経営主体別によっても興なるであ 

ろう。 しかし地方公営交通事業が民営のそれとあわ 

せた全交通体系のなかで再検討されねぱならない局面 

にあることは明らかであろう。その意味でも,'，かりに 

境界部門とは，「市場機構または政治機構それのみを 

もってしては，当該部門の財.サービスの最適配分が 

期待しえない部門」であるとすれぱ，病院事業と交通 

事業とは，その問題点の所在を物語る顕著な事例とみ 

ることがで容る。またそうだとすれば，地域における 

公私の経済活動領城は，さきのプキャナンにならうと 

図 6 の.ように描けるであろう。ただしプキャナンと 

同様に2 次元によるこのような図解はそれなりの制約 

がともなうことは当然セある。

4 . 公共部 r i の資金調達括動

最後に，公共部門の话励f l城を確定するための方法 

として，公共休の資を調連括動に;触れておきたい。前 

節までは支出面からみた公共経済の括動領域における 

問題点の梭討を試みてきたが,メダルの半面としての 

収入面からみて，公共経济の活動領域がどのように捉 

えられるかという間題である。

' ■-般に民間経済における 

企莱と家評の意ま決定にさ 

いして，資金調速はそれぞれの行動0 標速成にかんす 

る制約条件とみなすことができる。企業においては刺 

潤の極大化，家計においては効用め極大化というロ標

租税収入と非租税収入

を達成するだめに，資全コストの極小化ねよび資金の 

利用可能性の確保という条件があたえられる。これに 

封し公共経済における資金達の意義はかなり異な 

る。なぜなら公共資金調達のうち課税による方法は， 

民間経済主体からなんら直接的な反対給付をあたえる 

ことなく強制的に徵収（資金調達）ししかもその比重 

は現代国家が租税揮家とよぱれるように，調達される 

資金の大半を占めているからである。公共体は課税の 

みならず公債,料金あるいは服売収入といった市場機 

構をっうずる資金調達の方法もとるから,民間経済主 

体とはまったく異なった資金調達方法にのみ頼ってい 

るわけではない。

しかし民間経资主体の資金調達のばちい，市場機構 

をつうじて給付•反対給付が成立し資金提供者は企 

業からみても家許からみてもなんら行動目標の対象と 

はならない。 これに対し公共体の経済活動を維持す 

るための主たる資金提供者力':租税負担者であるという 

ことは，公共休の行動0 標が一般的福祉の極大化にお 

かれ，それが租说鱼担者すなわち資金提供者の福祉の' 
極大化を意味することにほかならない。資金提供者と 

しての租税負担者わ一般的福祉の極大化が公共体の行 

動目標どされると，そこには利益説の観点が据えられ 

ていることがわかる。’なんら直接的反対給付なくして 

徴収されるはずの租税が，実は租税負担者の一般的福' 
祉の極大化のムめに支出され，それゆえに資金提供者 

(租税負担者）と資金利用者(公共休）とのあいだに一定の 

対応関係（給付，反対給侍の均等性yが仮定されているか 

らである。

けれども公債収入もまた公共体め資金調達の-^形態 

であるとすると，公債のぱあい公共体と資金提供者の 

あいだにすでに絵付，反対給付の构等性が公債利子に 

よりあた;i られている,。 しかも公債発行に応、ずる資金' 
提供者は，往々租税A 担者でもあるから，租税と公使 

による資金の利用者である公共体と,租税のみならず 

公債に応じて資金を提供した者とのあいだには二重の 

対応関係が生れているとみてよい。こ の 「二重の対応 

関係」をどのように解釈するかにづ1/、ては，こんごの 

梭討を必要としよう。「公債の負担Jをめぐる論謙も， 

実はこのよ5 な:；！道の対応関係の理解についての細藤 

から^^じたとみることができる。 ■
それでは現実に，政府の資金調達はどのような方法 

から成り立っているのだろう力、。ここでもまず一般政 

府を中，b に檢时してみることにしよう。ま 6 は国民所 

得統fi•における「一般政府勘定j の最近10年ュ間におけ

I
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ろ資金調達の構成比を概観するために3 ヶ年をとりだ 

してみたものである。表にかんする詳細な説明は省略 

しまた眼につく種々の特徴につ、、ても読者の推察に 

委ねることにしよう。けれども主題との関連で1 つだ 

け説明を省略できないものがある。それは最後の項目 

にみる r一般政府負債利子J である。.
表 6 T—般政府勘定」の資金調達の構成比推移

昭和36年昭和41年昭和46年
(り個人税および税外資 

担
18.9 i9 .7 22.5

(2)法人税および税外負
担

21.2 17.9 19.8
(3)間接税 43.5 37.1 33.3
(4)社会ほ障に対する負 

担
12.5 17.8 18.2

(5)個人から政府へのそ 
の他の移転

一 5.7 4.9
(6)海外から政府への移 

転
— 0.0 0.0

(?)政府の事業所得およ 
び財産所得

5.6 3.9 4.3
(8)(控除)一般政府負債 

利子
1.7 2.1 3.0

合 計 100.0 100.0 100.0
資料：経済企画庁編'『昭和4(だP版0 民所得白書および同 

編 f国民所得統計年報J 昭和'48年版。

一般政府負債利子とは，国債 . 地方債の利子， 

借入金の利子および割？ m を指し一般政府が支払う 

利子の集計にはかならない。支払利子の集計でるか 

ぎりは，収入勘定でなく支出勘定にま示さるべきであ 

るが, ここでは負债利子はrマイ,ナスの経常収入3 と 

みなされているため, 収入勘定にのせられている。そ 

の理中はS N A 方式の説明によると，「一•般政府は消費 

主休であり，生産活動に関与しないがゆえに所得をう 

ることがなく ,，それゆえ一般政府の支払う利子は要素 

所得とみなすこi ができない」，それゆえ般政府勘定 

の経常収入のなかに控除項目として拳げられていると 

いうことになる， i のような説明の是非につ1/、ては，

さしちたり諭ずることを控えたい。.ここでは一般政府 

iな愤利子が昭和36ザ-から46年にかけて漸増する傾向に 

をニることに注目しよう。 .
「国民所得統評J における 

し般政府勘定Jのなかに政/|^ 
の経常収入がすべて計上されているわけで、はない。V、 
わぱ国民所得統評の約来どとによりf t上されな1/、項 EI 
にはつぎのごときものがある。（り企業と家計のj蔣入に

政府部門の金融活動

もとづく収入(例：政府刊行物を突費で販売した収入，試晓 

場などで各種の試験，実験の委耗をうけ突費としての■■受託 

調查試験料_)といゥた収入，不用になった物品の売却による 

収入)。（2》受託事業に伴う収入。（3》金融取弓Iによる収入 

(国債，地方債の発行による収入，贷付金の返遺金，保険料収 

入)。（4>前年度剰余金。

これらのなかで最もI t耍な項目は，（3)の金融収弓Iに 

よる収入であることはいうまでもない。 r--般政府勘 

定 J のなかで貯蓄と投資は均衡せず,資金不足または 

資金余剰が発生するが，資金不足はもっぱら政府部門 

の金融活動によって埋めあわされる。そこでこのよう 

な政府部門の金融活動を日本銀行調S 局編^^資金循環 

勘定J (昭和47年12月）から「金融収弓Iま」をとりだして 

調べてみよう。日厳の金融取引表は，金融，政府，公 

社公団 • 地方公共団体，法人金業,個人および浙外 

6 部門に分割し各部門の資産 . 魚債の総貸借尻は， 

それぞれ r資金過ホ足J として計上される。それは理 

論的には，国民所得統許における各部rgの収支尻，す 

なわち貯蓄と投資の差額を表わすことになる。

しかし理論的にはそうであっても，国民経済計算体 

系としてみると，部門の範囲が異なっているので貯蓄 

，投資の差額が資金過不足と必ずしも—致していない。 

先に述べたように，一般政府勘定は国民所得統評では 

地方政府の普通会評のみならず一部の非企菜会評や， 

公営企業も含むが，金融取引までは中央政府と地方政 

府は分割されていて国民所得統計と接合できないでい 

る。また金融取51ま の 「政府部門J では，一般会計， 

特別会計，政府関係機関力冶まれるから，これも国民 

所得統計との対応に欠けていることになる。

その点を留意したうえで表7 をみると，政府部門で 

は昭和40年*度以降に巨額の長期国債発行が行なわれ，

その結梁昭和4 1 , 42年度は資金不足となっていること 

がわかる。とれに対し公社公団 . 地方公共！̂体部門 

では終始一貫-して資金不足の状態となっている。そし 

てかりにこの雨部門を合計してr全政府部門J とみな 

し資金過不足を算定してみると,やはり全朋問をつう 

じて常に資金不足であったことがわかる。

この r全政府部門J における恒#的資金不足と公廣 

ざg行との圓速で，公共部門の活動領域を解明しようと 

いう課題に少なくとも2 つの問題点が残されているこ 

とがわかる。 1つは，公共財の理論の梓組みのなかで. 
の公俾発行による資金調達の扱い方である。利益説を 

前提とすれば，課税による実質所得（私的財. 川役）の 

削減は公共財の使益に対する代fllliとみなされるが,そ
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9 . 自治省編『昭和40年版地方財政白書』大蔵省印 

刷鳥刊。

Univ. P ress.邦訳。マスグレイヴ*木下監訳《■財 

政組織論J 昭和48年，有幾閣刊。

10. United Nations, A Manual for Economic and 
Functional Classification of GovermneM Transact
ions, New York, 1957 (国述要覧）邦訳。予算再分 

類の方式（国際連合事務局編）上♦下，大蔵省調査月 

報第47卷第 3 号，第 4 号，昭和33年 3 月， 4 月。

1 1 . United Nations, A System of National Accounts 
and Supporting Tables, New York, 1953 (国連標 

準方式略称SN A〉

12. United Nations, A System of National Accounts, 
Studies in  Method Series F, No. 2 Rev. 3, New 
York. 1968 .(啡称新SNA)

13. J. M. Buchanan, The Public Finances, An Int
roductory Textbook, Third Edition, 1970, Richard 
D. I rw in .邦 訳 》•財政学入門J 文真堂刊。

14. R. A, Musgrave, Fiscal Systems, 1969. Yale

1 5 . 木下和夫編箸『地方自沿の財政理論』昭和41年, 

創文社。

1 6 . 小山貞はか『財政と国民所得の知識J 昭和44年, 

第"-法塊社刊。 '

1 7 . 山之内* 日向寺 著 《■現代財政の基礎理論J 昭和 

47年，税務経理協会刊。

1 8 . 木下. 肥後• 大熊共編*■財政学(3)日本の地方財 

躲J 昭和45年’有斐閣刊。

1 9 . 根岸 ，岡野編《■公共経済学J 昭和48年*有斐閣 

刊。
20. «■アナリスト臨時増刊号"財政特银" J 1965. 6月， 

経済発展協会判。とくに「財政のとらえ方—— 親 

模と分類を中心として一 つ，

(経済学部教授）
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表 7 公共部門における金融活動 (i'fi位億円）

~ ^  - 牟 度
部 門 ^ 〜 _ 昭和39^ 旧和4降 昭和41年 昭和4禅 昭和43年 昭和44年 昭和45年 昭和4禅

政 府 部 門

有 価 証 券 保 有 551 792 2,674 5,636 6,406 9,197 9,799 11,796
政 府 貸 出 金 8,032 9,836 10,741 12,747 . 15,312 17,847 22,129 27,862
郵便貯金•郵使振替 3,958 4,726 6,076 7,988 10,003 12,164 14,297 19,118
簡愿保険，郵便年金 419 989 1,635 1,721 2,456 2,950 3,864 5,024
政府短期証券発行 3,015 2,315 —192 2,952 2,100 2,927 —680 —2,295
長 期 債 発 行 —169 2,485 6,733 6,932 も926 3,957 5.450 11,235

資金過不足(一） 1,190 851 一1,915 一 605 1,837 4,763 12,450 8,092
公社公団 • 

地方公共団体部門

1地 方 摸 発 行 838 1,579 2,197 2, 325 1,723 1,778 2,404 4,974
k 社 公 団 債 発 行 3,010 6,017 6,904 7,412 7,025 7,003 6,383 9,076

借 入 金 3,880 4,636 3,733 も旭 6,193 7,096 10,829 14,196
対 外 信 用 —4 125 397 334 332 —38 —74 —24

:資金過不足( - ) - 7 . 704 一11,343 —10,828 一13,050 一13,363 一13,258 -17,437 —24,008
全 政 府 部 門 一 6,514 一10,492 —12,743 —13,655 —11,426 —12,495 —4,987 —15,916
資料：日本銀行調查局編•'資金循環勘定J 昭和47年12月

の間に政治的意志決定過程と強制性が不可欠とみなさ 

れている。とれに対し公債発行による資金調達は,政 

府が市場における白発的交換過程をつうじて資源の購 

入資金を確保するところにその特徴がみいだせる。こ 

れまで租税と公債にかんする財源選択論の分§ r e 两者 

の差異が強調されていたから，ここでは詳論する必要 

はないであろう,しかし公共部門における資金調達の 

なかで公俊の比重が増大するとなれぱ，それに応じて 

公債と租税の類似性に着目する必要が生れよう。この 

観点はぽ税と公債という資金調達方法を同一原理で説 

明するという試みではなく，公共経済の活動領域を収 

入面から解明する試みにとって意味があるといえよう。

いま 1 つの問題点は，かりに広義の公共財.用役の 

提供が単に資源紀分のみならず所得分配の調整や経済 

の安定，成長の調整もふくむと理解すれぱ（華者はその 

ように理解しているが)，従来の公共財の理論が公共財供 

給のための資金調達として租税をとりあげるが，公債 

もまた広義の公共財理論の梓組みのなかでとりあげら 

れて ]:̂ かるぺきなのではないか。すくなくとも，公共 

'財の実証分析を行なう段嘴になれば，このような考慮 

は無祝できないと思われる。この発言は課税の根拠な 

いし配分の原理としての利益説や能力説といった伝統 

的原理を否定しようとするものではなく，むしろ伝統 

的原理は尊® されながら，かつ両原理がそれ休とし

てある'^、は全く別個の原理と融合する新IA 、原理によ 

り公共財の理論が説明される可能性を示唆するものと 

受けとめてほしい■>
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